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市
内
の
小
・
中
学
生
に
よ
る
発
表

会
で
す
。

　

意
見
文
の
発
表
、
英
語
で
の
ス

ピ
ー
チ
、
海
外
交
流
の
報
告
を
行
い

ま
す
。

◇ 

日
時　
９
月
12
日（
土
）の
午
後
１

時
〜
４
時
45
分

◇
場
所　
市
役
所
市
民
ホ
ー
ル

◇
内
容

＊�

第
１
部�

子
ど
も
の
主
張
意
見
文

コ
ン
ク
ー
ル（
午
後
１
時
頃
か
ら
）

＝
最
優
秀
賞（
小
・
中
学
生
各
１

「
未
来
を
ひ
ら
く
発
表
会
」を
開
催

人
）と
優
秀
賞（
小
・
中
学
生
各
２

人
）の
表
彰
後
、
地
域
社
会
・
学

習
・
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
テ
ー
マ

に
沿
っ
た
意
見
文
を
発
表

＊�

第
２
部�

中
学
生
英
語
ス
ピ
ー
チ

コ
ン
テ
ス
ト（
午
後
２
時
頃
か
ら
）

=

日
頃
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

英
語
で
発
表
す
る
部
門
と
、
教
科

書
の
英
文
を
暗
唱
す
る
部
門
の
入

賞
者
が
ス
ピ
ー
チ
し
た
後
、
各
部

門
の
最
優
秀
賞
と
優
秀
賞
を
決
定

し
、
表
彰

＊�

第
３
部�

中
学
生
海
外
交
流
事
業

派
遣
報
告
会（
午
後
３
時
30
分
頃

か
ら
）=

パ
ー
ス
市（
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
）に
あ
る
シ
ェ
ン
ト
ン
・
カ

レ
ッ
ジ
へ
派
遣
さ
れ
た
生
徒
に
よ

る
報
告

☆
詳
し
く
は
、
教
育
委
員
会
指
導
係

へ
。

　市立学校の適正規模や通学区域などについて
審議する審議会の答申に基づき、昭和中の通学
区域の一部を、瑞雲中の通学区域に変更します。
◇ 対象　平成28年度の新中学１年生から
◇ 変更区域　中神町1149番地、1288～1361番地 
（1307番地の１・６・８を除く）、1363～1376番地、 
1380～1381番地、1385番地、1387～1388番地、
1391～1394番地、1400番地

☆意見・質問は、９月30日までに学務係へ。

市立中学校の通学区域を変更

第31回シニアグループ合同発
表会の参加団体を募集
　日頃の学習や文化活
動の成果を発表する場
として開催します。
　企画・運営は、参加
団体で構成する実行委
員会が行います。
◇期日　平成28年１月23日(土)・24日(日)
◇場所　公民館
◇ 対象　おおむね60歳以上の方で構成し、市内
で活動している団体
※ 第１回実行委員会は、10月２日に開催します。
☆申し込みは、９月２日～18日に公民館☎544-
1407へ。

新入学児童の健康診断を実施
▼就学時健康診断日程
日　時 場　所

10/19（月）中神小
10/20（火）拝島第二小
10/22（木）武蔵野小
10/23（金）成隣小
10/26（月）拝島第三小
10/27（火）つつじが丘北小
11/２（月）共成小
11/５（木）玉川小
11/６（金）東小
11/９（月）田中小
11/10（火）拝島第一小
11/13（金）光華小
11/17（火）富士見丘小
※ いずれも、受け付けは午後 
１時40分～２時です。

※ つつじが丘南小の通学区
域にお住まいのお子さん
は、つつじが丘北小で受診
してください。

　来年４月に小学校へ入
学するお子さんの就学時
健康診断を右の表のとお
り行います。
　通知書を10月初旬に発
送しますので、10月15日ま
でに届かない場合や、受診
できない場合は、市役所学 
務係へ連絡してください。
　また、外国籍のお子さ
んには、通知書を９月初
旬に発送しますので、市
立小学校への入学を希望
する場合は、９月25日ま
でに市役所学務係で手続
きしてください。
☆詳しくは、学務係へ。

　
小
・
中
学
生
が
医
療
機
関
な
ど
で

診
療
を
受
け
る
場
合
、
健
康
保
険
が

適
用
さ
れ
る
医
療
費
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

　

下
の
表
の
と
お
り
、
保
護
者（
申

請
者
）の
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

制
限
の
範
囲
内
で
、申
請
が
済
ん
で

い
な
い
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
、
○子
医
療
証
を
お

持
ち
で
、
今
年
度
現
況
届
を
提
出

し
た
方
は
、
申
請
不
要
で
す
。

☆
詳
し
く
は
、手
当・医
療
助
成
係
へ
。
▼義務教育就学児医療費助成制度の所得制限額
（平成26年中所得から社会保険料相当額８万円控除後の額）
扶養人数 保護者（申請者）の所得
０人 622万円
１人 660万円
２人 698万円
３人 736万円
４人 774万円
５人 812万円

※扶養人数は、地方税法上の数です。
※ 医療費控除、寡婦（夫）控除、老人扶養などが 
ある場合、一定額を所得から控除できます。

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度
の
申
請
を


